
せ
た
も
の
で
、
そ
の
巣
替
に
は
『
新
一
程
、
上
来
院
一
年
今
の
地
に
誼
密
成
就
し
た
と
あ
る。

大
胆
士
。

新
宮
前
副
報
E
錫
可
有
御
請
書
、
中
醤
率
一
種
命
之
問
、

一

ダ
イ
Z

ン
ゼ
ン
ユ
ウ
大
回
線
雄

加
賀
の
人
。

一

生
イ
カ
ヲ
コ
ウ
セ
ツ
大
田
早
講
説
一
加
。
中
島

胞
令
附
如
形
沙
汰
抽
出
上
期
。
大
永
七
季
夏
四
且
六
一
一
回
洞
宗
の
品
川
。
初
め
空
宗
を
問
中
び
、
後
期
制
林
寺
の
哲

一
何
者
。
若
者
は
、
大
一千円
小
が
親
王
治
仰
の
要
道
た
る
に

日
o
』と
し
て
、
そ
の
次
に
『
岡
島
居
中
天
彼
宮
御
消
一
一
慌
謡
敢
に
附
川
駅
し
て
侍
司
と
な
・
り
、
諮
救
の
京
拘
師
寺

一
抑
ら
ず
、
後
間
の
偶
者
多
く
烈
り
附
す
る
こ
と
を
盗

智
之
一
容
務
校
之
wm
o
m盟
阪
併
有
入
木
之
家
風
O

尤
一
に
溢
る
に
従
ひ
、
鐙
寺
を
師
事
り
、
時
い
で
尚
座
と
な

一
へ
、
門
出
に
大
限
製

m
-桝
心
論
を
編
し
た
が
、
狛
そ

奇
妙
々
々
也
突
。
張
市
民
老
儒
官
和
長
。
』
と
あ
る
。
上
一
り
、
ま
た
組
持
寺
に
出
制

L
、
剛
山
永
十
九
年
越
前
町
山

一
の
設
の
及
ば
ざ
る
所
そ
相
ふ
が
銭
に
、
こ
の
郡
宇
一
飼

衆
院
新
宮
は
後
柏
原
天
泉
の
息
子
、
後
奈
良
天
皇
の
一
泉
寺
主
と
な
り
、
迭
に
能
管
に
市
出
龍
寺
世
創
立
し
て

一
し
た
と
い
ふ
。
党
政
三
年
の
自
序
が
あ
る
。

長
弟
で
、
紹
運
録
に

『
併
道
富
、
上
衆
院
。
母
準
侍
一
そ
の
閉
山
と
な
っ
た
。

一

ダ
イ
カ
タ
ジ

大
層
寺

山
内
阿
部
笠
仰
に
在
っ
て
、

綴
子
、
入
道
中
納
言
永
織
女
。
』
と
あ
る
も
の
。
官
利

一

ダ
イ
オ
ウ
イ
ン
大
限
院

加
到
滞
引
第
七
代
前

一
町
制
宗
に
闘
す
る
om間口氏
十
年
見
外
智
典
之
を
建
て
、

長
は
京
坊
城
長
清
の
子
、
文
武
博
士
正
二
位
大
内
記

一

m宗
医
の
法
制
叫
。
詳
し
〈
は
大
腿
院
梅
闘
容
的
大
開

一
そ
の
削
山部
制
寺
良
山
川
悦
そ
仰
い
で
閉
山
と
し
た
。

拙
大
納
言
と
な
っ
た
人
で
、
平
総
二
年
七
十
訟
で
施
一
士
。

一

生
イ
カ
ヲ
シ
ョ
ウ
タ
コ
ウ
ギ
大
星
章
句
講
義

じ
て
ゐ
る
o
和
長
は
能
密
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
永
七
一

ダ
イ
オ
ウ
コ
ウ
オ
ヤ
ワ
大
藤
公
御
夜
話
大
惚

-
ご
加
。
資
保
三
年
正
且
か
ら
ご
且
に
烹
る
聞
に
、
大

年
之
を
書
し
て
上
来
院
の
臨
本
に
供
し
た
と
い
ふ
の
一
公
前
田
宗
民
は
、
そ
の
世
子
で
あ
っ
た
附
に
、
見
保

一
地
昌
言
が
滞
侯
前
刷
古
口
徳
に
大
県
宇
一
進
講
し
た
際
、

で
あ
り
、
大
永
紳
笥
の
名
も
亦
こ
れ
か
ら
起
っ
た
の
一
二
年
九
且
か
ら
三
年
三
且
ま
で
と
、
在
苧
元
年
六
且

一
前
緋
に
似
ず
る
が
銘
に
杷
し
た
る
も
の
。
同
年
三
月

で
あ
る
。
但
し
そ
の
原
名
が
、
白
山
大
紳
宮
前
宜
抱
一
か
ら
-
一
年
三
且
ま
で
と
二
四
郎
凶
し
た
が
、
そ
の
削

一
の
自
序
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

若
し
く
は
白
山
託
宣
記
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
雷
綴
卿
一

軍
慰
都
織
の
任
に
笛
っ
た
の
が
有
印
惣
城
で
、
侠
の

一

ダ
イ
ガ
サ
キ

忍
ヶ
崎
山
出
品
加
瀬
臥
の
部
訴
か

記
大
永
七
年
四
且
十
八
日
及
び
入
且
十
五
日
に
紋
せ
一
直
話
に
接
す
る
機
曾
が
多
か
っ
た
が
、
ご
年
七
月
裂

一
ら
東
方
に
在
弔
師
。

ら
れ
て
、
山
科
言
織
が
そ
れ
を
下
河
原
門
跡
に
節
L
一
職
し
て
三
年
十
一
一
月
卒
去
し
た
か
ら
、
惣
縦
は
翌
四

一

ダ
イ
カ
ン
代
官

加
賀
滞
で
代
官
と
い
う
た
の

た
と
記
し
て
ゐ
る
の
で
知
ら
れ
、
そ
の
砲
事
こ
そ
利
一
年
春
そ
の
杷
隠
す
る
こ
と
十
一丸
僚
を
閉
山
し
た
の
が
本

一
は
、
滞
の
牧
納
す
h
q
剰
米
を
織
笠
縦
納
せ
し
め
る
職

回目の
中
替
を
言
綴
が
取
次
い
だ
こ
と
を
述
べ
た
も
の
一
部
で
あ
る
。

一
で
、
初
は
専
ら
士
分
ゃ
い以
て
之
に
任
じ
た
が
、
山凶作

と
見
ら
れ
る

。

一

ダ
イ
オ
ウ
コ
ウ
末
ン
プ
大
鷹
公
年
譜

一
加
。

一
法
随
行
の
際
、
承
臨
三
年
八
且
試
み
に
十
村
石
川
郡

ダ
イ
Z

イ
ホ
ツ
ヲ
シ
ユ
ウ

題
英
霊
句
集

春

夏

一
前
回
宗
民
が
卒
保
十
年
誕
生
し
て
か
ら
、
証
手
三
年

一
御
供

mの
勘
四
郎
及
び
河
北
部
大
簡
の
兵
右
衛
門
に

秋
冬
の
投
句
を
各
一
加
と
し
て
、
梅
室
の
選
ん
だ
も
一
十
ご
且
卒
去
に
至
る
聞
の
記
録
で
あ
る
。

一
代
官
を
命
じ
、
成
治
二
年
九
午
一領
殆
ど
十
村
代
官
と
な

の
で
あ
る
。
嘉
永
四
年
是
々
問
釣
玄
の
序
が
あ
り
、

一

ダ
イ
オ
ウ
ジ
大
王
寺

能

安
部
川
端
訟
に
在
っ

て
よ
り
、
新
聞
説
泊

・
山
廻
も
亦
之
に
任
ず
る
こ
と
に
な

巻
末
に
凶
別
に
し
た
名
品
酬
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
一
民
吉
宗
に
闘
す
る
。
笛
寺
の
同
夜
訟
に
、
開
法
は
知

一
っ
た
。
十
村
以
下
代
官
と
な
る
も
の
は
改
作
奉
行
が

ダ
イ
エ
ン
大
回

脱
島
部
地
隣
国
民
宗
西
波
安
将

一
れ
ぬ
が
、
延
卒
中
願
成
寺
来
院
法
印
の
弟
子
来
附
再

一
之
世
定
め
、
代
官
御
所
か
ら
代
官
艇
を
交
附
せ
ら
れ

寺
の
伶
O

大
金
堂
と
蹴
し
、
三
栄
慌
の
豆
匠
で
あ
っ
一
興
し
、後
来
附
は
能
奇
七
尾
中
時
の
岡
田
正
院
に
判
じ
二
る
o
代
官
紘
一
加
に
記
す
る
所
は
収
納
米
五
百
石
と

た
o
平
和
二
年
十
二
且
廿
五
日
入
十
王
銭
を
以
て
寂
o
一
那
谷
寺
来
築
の
弟
子
本
瑞
が
之
に
代
っ
た
と
あ
る
。

一
い
ふ
が
、
貨
は
正
米
三
百
三
十
石
で
あ
っ
た
O

掛川の

ダ
イ
エ
ン
ジ
大
岡
寺

金
制
押
野
町
寺
町
に
在
つ
一
大
王
寺
は
俗
に
則
前
掠
の
繋
附
と
い
は
れ
ろ
。

一
一法
、
定
納
一
石
に
口
米
一
斗
一
升
二
A
H
脅
徴

L
、
そ

て
況
智
山
と
蹴
し
、
深
土
宗
に
回
す
る
。
附
京
都
に
二

タ
イ
オ
ウ
チ
ユ
ウ
大
騒
知
有

金
問
町
洞
宗
天

一
の
巾
二
升
所
代
官
の
手
鍬
料
に
支
給
す
ろ
の
で
あ
っ

詰
寺
凶
基
は
献
活
祉
欣
器
是
白
で
、
寛
永
一
苅
年
八
且
一
徳
院
十
三
代
の
住
待
。
流
政
二
年
=
一
月
什

一
日
寂
。

一
た
か
ら
、
三
百
三
十
石
の
手
数
料
は
J

ハ
石
六
斗
に
也

泉
野
に
於
い
て
寺
地
を
受
け
、
之
を
創
ー
し
た
が
、

一

主
イ
ガ
-ク
イ
ン

諦
議
院

大
型
一
寺
滞
主
第
十
二
一
る
管
だ
が
、
百
姓
一

人
の
定
納
米
侮
に
端
数
を
切
給

=
代
中
興
縦
器
心
岩
の
時
陣
地
を
箭
ひ
、
元
職
十
一一一

一
代
前

m利
義
の
法
説
。
詳
し
〈
は
箭
縦
院
賢
道
良
哲
一
て
る
時
は
、
代
官
版

一
加
を
交
附
せ
ら
れ
る
者
の
校

ダ
イ
ガ
ン
イ
ン
大
儀
院

加
賀
滞
組
前
回
利
家

の
子
修
理
知
好
の
法
制
配
。
詳
し
〈
は
大
催
院
有
庵
宗

無
限
士
。

ダ
イ
ガ
ン
ジ
大
緩
寺

河
北
部
上
回
名
に
在
っ

て
、
間
同
洞
宗
に
臨
す
る
。
も
と
は
金
採
府
川
に
在
っ

て
、
道
光
山
と
鋭
し
た
。
貞
卒
二
年
由
来
訟
に
、
活

収
入
は
J

ハ
石
凶
斗
除
で
あ
っ
た
。
耐
し
て
無
組
御
扶

持
人
十
村
・同
盟
に
代
官
帳
五
冊
、
御
技
持
人
十
村
・

同
航
に
四
冊
、
平
十
村
及
び
裁
許
の
組
を
有
す
る
平

十
村
蹴
は
三
断
、
新
聞
披
許
と
山
姐
と
は
こ
加
を
受

け
た
。
然
る
に

文
政
四
年
十
村
を
蹴
出
し
て
惣
年
寄
・

年
寄
孤
等
を
箇
〈
や
、
御
郁
容
行
の
直
接
支
配
す
る

所
と
な
り
、
天
保
入
年
に
は
再
び
惣
年
目
同
等
の
管
制

に
復
し
た
が
代
官
口
米
交
字
額
に
減
じ
、
何
十
年
惣

年
寄
等
が
再
び
十
村
の
名
に
か
へ
っ
た
後
も
亦
間
初

で
あ
っ
た
。
烈
組
御
扶
持
人
十
村
は
こ
れ
よ
り
以
従

と
い
へ
ど
も
最
も
多
矧
の
代
官
口
米
を
得
た
が
、

一

郡
を
統
制
す
る
臓
で
あ
る
か
ら
、
庇
御
都市山
・
改
作

閉
山
容
に
出
頭
す
る
を
裂
し
て
そ
の
政
用
多
〈
、
日
つ

組
裁
前
を
し
な
い
悶
鍬
役
米
を
得
る
こ
と
な
く
、
投

入
が
却
っ
て
御
扶
持
人
十
村
よ
り
も
劣
っ
た
の
で
、

弘
化
元
年
無
叫
制
御
扶
持
人
十
村
に
加
到
で
は
二
十

石
、
能
bbw
・
餓
中
で
は
三
十
石
を
改
作
所
別
除
米
か

ら
支
給
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
代
官
に
し
て
若

し
九
且
時
日
以
前
に
命
ぜ
ら
れ
た
時
に
は
代
官
米
の

全
額
、
十
ご
用
品
u
日
以
別
な
ら
ば
字
額
を
給
せ
ら

れ
、
そ
の
後
の
新
任
に
は
箆
年
の
代
官
米
を
給
せ
ら

れ
な
い
。
代
官
の
股
務
に
闘
す
る
寛
文
四
年
七
且
附

の
心
得
は
、
収
納
艇
に
怒
札
と
し
て
あ
っ
た
。

か
〈

の
如
〈
代
官
は
概
し
て
村
斑
の
任
ぜ
ら
れ
る
冊
別
で
あ

る
が
、
向
能
奨
制
御
代
官
・
既
口
御
代
官
・東
岩
瀬
御

代
官
・
新
川
制
之
内
御
代
官
の
如
き
侍
代
官
も
，後
間

ま
で
存
し
て
ゐ
た
。

タ
イ

四
八
八


